
公募説明書

令和５年１１月２０日付けで公募に付した随意契約参加確認公募の詳細について

は，この公募説明書によるものとする。

１ 公募する趣旨

本契約については，本業務は，学校給食支援システムの運用に当たり，給食物資

のアレルギーに関するデータを入力する業務で，旭川市専用に開発された学校給食

支援システム上でのみ実施可能であり，また，システムの内容を熟知した上で大量

のデータを短期間内に処理する必要があることから，株式会社旭川保健医療情報セ

ンター（以下「契約予定者」という。）を契約の相手方とする契約手続を行う予定

としていますが，契約予定者以外の者で，下記の応募要件を満たし，本契約の受注

を希望する者の有無を確認する目的で，参加意思確認書の提出を招請する公募を実

施するものである。

なお，応募する者がいない又は応募要件を満たす者がいない場合にあっては，契

約予定者との契約手続に移行し，応募要件を満たす者がいる場合にあっては，契約

予定者と応募者とで競争性のある契約手続に移行する。

２ 担当部局

旭川市７条通９丁目旭川市役所総合庁舎４階

旭川市教育委員会 学校保健課給食担当

電話 ０１６６－２６－１３８５ ＦＡＸ ０１６６－２４－７０１１

３ 契約概要

(1) 件 名 学校給食支援システム アレルギーデータ入力業務

(2) 契約内容 ア 学校給食物資の配合表等の電子化（ＰＤＦ）

納入業者から提供される，対象食材に係る学校給食物資の配

合表等（以下「配合表等」という。）を，ＰＤＦ形式で電子化し，

配合表等ごとにＰＤＦファイルを作成する。

イ 食材データへのＰＤＦファイルの関連付け

学校給食支援システム（以下「システム」という。）の対象食

材データに対して，アで作成されたＰＤＦファイルを関連付け，

食材ＰＤＦデータとして登録する。

ウ アレルギー物質を含む学校給食物資へのアレルゲンの登録

対象食材データに対して，アレルゲンの特定原材料及び特定



原材料に準ずるものの情報を，食材アレルギーデータとして登

録する。

(3) 履行期間 令和６年２月１日から令和６年２月２９日まで

４ 応募要件

(1) 基本的要件

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

イ 旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けて

いる期間中でないこと。

ウ 旭川市物品購入等の競争入札参加資格において営業種目「データ入力及び処

理（３２８２）」の入札参加資格を有していること。

(2) 設備・システムに関する要件

本市では，本件に関する新たなシステムの導入予定はないことから，システム

を導入しない体制での履行が可能であること。

(3) 履行執行体制に関する要件

別に定める仕様書に示す業務を適切に履行できる体制が整っている者である

こと。

(4) 契約実績に関する要件

過去に他の地方公共団体と本業務と規模を同じくする契約を２回以上にわた

って締結し，全て誠実に履行した実績があること（契約書の写し及び履行完了を

確認できる書類の添付含む。）。

５ 参加意思確認書等の提出

本公募に参加を希望する者は，次のとおり参加意思確認書等を提出しなければな

らない。

(1) 提出書類

ア 参加意思確認書（様式１）

イ 法人にあっては商業登記簿謄本，個人にあっては代表者の身分証明書（写し

可）

※旭川市物品購入等競争入札参加資格者又は旭川市建設工事等競争入札参加資

格者である場合は提出不要

(2) 提出期限 令和５年１２月１１日（月曜日）午後５時まで

(3) 提出場所 ２に同じ。

(4) 提出方法 事前に電話連絡の上，持参すること。

(5) その他



ア 提出期限を過ぎて提出された参加意思確認書は無効とする。

イ 参加意思確認書等の作成及び提出に係る費用は，提出者の負担とする。

ウ 市長は，提出された参加意思確認書等を，参加意思確認書等の審査以外に提

出者に無断で使用しない。

エ 提出された参加意思確認書等は返却しない。

６ 参加意思確認書等の審査結果通知

参加意思確認書等の提出があった者には，令和５年１２月１８日（月曜日）まで

に次に掲げる事項を記載した参加意思確認結果通知書（様式２）をファクシミリに

より通知する。

なお，通知期限の翌日において，いまだ通知が無い場合は，２に連絡し確認する

こと。

(1) 応募要件を満たすとした者にあっては，応募要件を満たすとした旨並びに今

後の契約手続についての概要及び詳細について別途通知する旨

(2) 応募要件を満たさないとした者にあっては，応募要件を満たさないとした旨

及びその理由並びに所定の期限までに応募要件を満たさない理由について説明

を求めることができる旨

７ その他

(1) 意思確認書等に虚偽の記載をした場合は，当該参加意思確認書を無効とする

とともに，旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を行

うことがある。

(2) その他の本公募に関しての問い合わせ先 ２に同じ。


